
第37回食品の表示に関する共同  A壬生  
コ三石我  

厚生労働省 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会  

食品表示調査会  

農林水産省 農林物資規格調査会表示小委員会  

日時：平成20年11月4日（火）  

14：00′・・■16：00  

場所：農林水産省7F 共用第10会議室  

議事次第  

1．開会  

2．議事  

（1）加工食品の原料原産地の表示方法について（関係者とのヒアリング  

第1回）  

（D 日本生活協同組合連合会  

② （社）日本植物油協会  

（2）その他  

3．閉会  

配付資料   

O「お問い合わせの状況と原料原産地表示」（日本生活協同組合連合会）   

O「植物油の原材料確保と表示」（（社）日本植物油協会）   



お問合せの状況と原料原産地表示  

食品の表示に関する共同会議  

2008年11月4日  

日本生活協同組合連合会   



①問合せ件数の推移  
（日本生協連組合員サービスセンター）  

問合せ件数  
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【食品への不信が問合せの増加という形で現れている】   



問合せ分類別件数（上半期前年比較）  

■07年度   ■08年度   
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②表示関連で件数の多い問合せ項目  

間合分類   07年度  08上期  前年比  備考   

原料成分安全性   4007   3828   80％  産・中国・どこで1647   

商品仕様設計   7965   5270   129 ％  産・中国・どこで2032   

使い方   6019   3214   99％  重曹、ドライハ0ック   

期限表示   4116   2220   100％   例：101104この数値は何？   

表示一般   1406   756   113％  家庭用品の日付   

アレルギー関連   1082   624   105％  

保存方法   760   504   115％  

栄養   743   475   126％  



「産地・製造者」の問合せ事例  

○どうして製造者・産地が書いていない？  

（書けないような所？、中国なんだろう！）  
（生協は信頼できないから、製造者名が知りたい）  

○三陸産のさばなのに、原産国中国？  
（輸入品原産地、原料原産地、加工とは）  

（複雑な実態を分かりやすく表現するには）   



原料原産地で問合せの多いもの  

○基本は全ての分類で問合せがある  

○その中でも比較的多いもの  

・瓶詰め（ゾヤム、栗）  

・茶（混合茶 ）  

・オリーブオイル  

ヾ ・コマ  

・雑穀  

・粉製品（小麦粉）  

・飲料（ゾユース類）  

（「比較的加工度の低いもの」「原料が明確なもの」）   



③日本生協連コープ商品の  

原料原産地表示の実情  
○原料原産地を限定した扱い商品が多い（2千品目以   

上？）  

○原料原産地を限定した商品は、製造委託業者からの正   
確な情報提供があって始めて、商品表示に記載すること   
ができる。原料の原産地を重要な］ンセプトにした商品につ   
いては、現状でも商品に原料原産地を明記している。  
（事例：国産シリース等）  

○様々な原産地の原料を使用する必要があるため、原料   
原産地を限定していない商品については、原産地の特定   
は困難である。こうした商品に原料原産地表示を実施す   
ることは、表示内容と使用実態の帝離による「優良誤認」   



東京都条例実施にあたっての検討より  

○原産地を限定した原料のみ表示することを検討J  

→同一商品に、．限定と非限定の原料が混在している。このような   
商品に表示を行うことは、組合員に混乱を与えかねない。  

○ホームページでの公開で対応を検討  

→取引先に、原産地変更の都度情報提供を依頼（月1回更新）  

→東京都Q＆A：ロット毎の産地情報提供を規定（対応困難）  

○組合員サービスセンターでの問合せ対応を基本に  

→「原料原産地のお問合せは組合員サービスセンターへ」の表示   



め お気に入り（凸）ツールロ ヘルプ廻  

当刺ノ二慨索・羞鳩知人り鷹羞  こ－ ▼ す蘭▼  
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・・◆日本生協漣へもどる  

∈○・OPコープ儀甜吉鯛索  

商品名検索  

む－＿脚叩岬－…………  

綱：「ミックスヰヤロッ  綱：490222ロ123456   

商品に印刷されているバーコード番号く13桁もしくは〔硝子）を入力  

し、検索ボタン壱クリックしてください。  

（食品のみ模索できます。）  

商品名（または商品名の一部〉を入力し、検索ボタンをクリックし  

てください。く食品のみ検索できます。）  

検索後、アレルギー義元のない商品の鋲り込みかできます。  

下から選んでください。  

ご覧になりたい商品力テゴリ壱選択してくだ乱1。  

検索後、アレルギー義元のない商品の較り込み即できます。  
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ツ、たまねぎ、にら、にんにく〉、食肉く鶏肉、腸内）、月別旨、筆封犬大豆たん白く退伝子細換えで  

食塩、しょうゆ、穴豆粉、卵白粉）、喜同時料（ア三ノ醒、柁西垂、有機百妻〉、カゼインNaく乱由来）、乳化剤（植物  

】主な原材料の産地  日原材料の産地について  

匝養成分表示贅下喜己の栄姜成分のみ表札ていますゥ  

（商品全様単位量1食引圧面たり）  

憤‡6更翳i日：2ロ08年日月1日   



装の経験を踏まえて  ④産地イ   

「国産鶏肉、牛肉コロッケ、鳴門わかめ、青森りんご果汁等」  

装のリスクが高くなる  →原産地を限定する＝有   

○教訓  

・原産地限定の意義の明確化（組合員にとってどんな意味）  

・強調表示の見直し（検証担保が前提）  

○対策  

・販売・生産を考えた計画的な原料確保と製造管理  

・原料までさかのぼって確認  

和物判別検査研究・導入   産地・ゼ  ・品種・  



⑤最後に  
（消費者にとって表示は一番身近な情報源）  

○原料原産地情報＝安全性情報？  

○加工食品は様々な原料をブレンドして、  

製造するのが本来の姿（技術力）では。  

○原料実態の情報を正直に表現するには、  

「又は表示」など柔軟な対応が必要では。   



植物油の原材料確保と表示  

平成20年11月4日  
社団法人日本植物油協会   



植物油の原材料を  
巡るお問い合わせ  

1．油脂の原料はどこから確保しているのか  

2．原料により品質や味覚に差異があるのか  

3．原材料表示が、 “食用00油”と、なっている   
のはどうして？  

4．原材料の原産国表示はできないの？  

■   



植物油の原材料  

植物油の原材料は、次の2群に大別され、これらが国  
際流通している  

1．農産物   2の粗油の原材料  

油糧種子：大豆、菜種、ごま、ひまわり、  

綿実、．べに花、落花生等  
オリーブ、パーム  

米糠、とうもろこし胚芽  
果   実  

副産物  

●  

2．粗 油   製品（精製油）の原材料  最終消費  

1の原材料農産物に含まれる油分を圧搾・抽出して得  

られた油  

■ヨ   



植物油原材料の確保  

植物油原材料・（農産物）の供給確保  

1．供給余力のある国は限定的  
一般的には、安定した供給力が維持  

2．供給国が分散、生産力不安定  

ごま  

ロ   



植物油の原材料農産物と産地  

油糧原料   主な産地（日本への主な供給国）   

大   アメリカ、ブラジル、アルゼンチン   

菜種（カノーラ）   カナダ、オーストラリア、中国   

とうもろこし   アメリカ、南アフリカ   

米  糠   日本、タイ、インド、アメリカ   

ま   中国、インド、ミャンマー、 ナイジェリア、  

タンザニア、スーダン、グアテマラ   

綿  実   アメリカ、オーストラリア   

べ に 花（油）   アメリカ   

オリーブ（油）   イタリア、スペイン、ギリシャ、チュニジア   

ひまわり（油）   アメリカ、ロシア、ウクライナ、アルゼンチン   

パ ー ム（油）   マレーシア、インドネシア   

や  し（油）   フィリピン   

■l   



原料原産国と植物油の品質  

植物油の国際的定義  

国際食品規格（Codex Alimentarius）の規定  

「植物体が含有する油分を搾出・抽出   

して得られたもの」  

食品の中で塩、砂糖（ともに結晶）に次ぐピュア  

な物質。原材料による品質、 味覚の差はあるが、  

生産国による差は生じ得ない。安全性にも何ら差  

異は生じ得ない 。  

ロ   



植物油の製造工程概念  

植物油の製造は、次の2つの独立した工程に分かれる。海外では、そ  
れぞれが独立した企業、工場であることが一般的となっている。  

粗油の原料、国際流通  油糧種子・果実  

Crufsher  圧搾・抽出  

製品の原料、国際流通  

（国内産粗油＋輸入粗油）  

Re且ner  精  製  

Ⅷ      、叩′  

最終消費製品  

□   



日本の植物油供給（平成19年、千トン）  
ツ’〉一 

………喜．や盛、ご 淋  

なたね油（カノーラ油）   943   18   961  

種子から抽出  大豆油   576   42   618  

ごま油   45   3   48  

綿実油   6   6   12  

サフラワー油   0   14   14  

ひまわり油   0   21   21  

やし油   0   61   61  

パ 0   73   73  

その他の油   5   65   70   

副産物から抽出  コーン油   98   0   98  

こめ油   63   28   91   

果肉から抽出   オリーブ油   0   30   30  

パーム油   0   532   532  

計   1，736   鱒8   孝，6≦牲  



植物油の原材料とは？  

1．油糧種子・果実（農産物）は粗油の原料  

油脂の貿易は粗油で流通が主流  

2．最終消費製品（精製油・サラダ油）は、粗油  

を原料として精製して得られる製品  

3．最終製品の原材料を“00油”とするのは国   

際的ルール（物材の性質が大きく変化する）  

4．国内の最終製品は、国内で圧搾・抽出した粗   

油と輸入粗油から製造される   

アメリカから輸入した大豆粗油の原料は、ア  

メリカ産大豆とは限らない  

ロ   



一般的なサラダ油の原料構成  

豪菜種  加菜種   

圧搾・抽出  

菜種粗油  

精 製  

菜種精製油  

（サラダ油）  

混  

調合サラダ油（最終製品）  

＊ これに、更に輸入粗油が加わることがある  
す   



原材料表示の原則（JAS）  

原材料は、 靂量の  い順に記載する  

順序のミス ー・◆ 法違反 一－ト 製品回収  

サラダ油（大豆油、菜種油混合）の場合  

4カ国の順列組み合わせ ■  

の数だけ表示が存在する  

lヨ   



ごま油の悩み  

1．安定しない供給国  
2．多岐にわたる供給国  

過去10年間の延べ輸入先 48カ国  
年平均輸入先国数  25カ国  

ロ   



ごま輸入量の推移  

lヨ   



ごま油の製造模式  
第3タンク  

第1タンク   第2タンク   

JAS規格に適合する品質にブレンドした最終製品  

lヨ   



ごま油の原材料原産国表示  

1社が平均的に用いるごまの供給国15～7カ国  

供給先は毎年著しく変化（不安定な生産）  

」■  

正l   



製油工場の技術上の問題  
1．年間の原材料（油糧種子と輸入粗油）使用に関する厳   
密な製造計画と実施、これに即したラベルの過不足なき   
準備  

一目当たり処理量が2，OqOトン、海外相場の変動を見つ  
っ原料買付を行う装置産業には実行不可能  

2．ピュアな粗油、精製油を完全に分離するタンクの大量   
設置．  

庖大な敷地と設備投資、製品価格の上昇  

3．輸入粗油の原材料に関する完壁な情報の入手  

輸出先が拒否、国際ルールと異なることへの抗議  

lロ   




